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作業療法に関わる
令和6年度報酬改定の概要

大分県作業療法士連盟 調査部長

木村 友彦
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可日令和6年度 診療報酬改定について

引用資料 :厚生労働省「01令和6年度診療報酬改定の概要 (全体概要版 )」
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2024年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定の基本方針 (リ ハ関連事項 )

診療報酬改定

(1)現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進 【重点課題】
>医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
>各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング

タスク・シフティング、チーム医療の推進
レ業務の効率化に資するICTの 利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての

取組の評価
>地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含め

必要な救急医療体制等の確保
卜多様な働き方を踏まえた評価の拡充
>医療人材及び医療資源の偏在への対応

(2)ポ ス ト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DXを合めた医療機能の分化・

3蛍

化、 連携の推進
♭医療 DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
>生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
>リ ハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進

(3)安心・安全で質の高い医療の推進

(4)効率化・適正化を通 じた医療保険制度の安定性  ・ 持続可能性の向上



2024/8/15

令和 6年度静療報酬改たにおける医療DXに係る全体像
>医 療DX推進体制整備加算により、マイナ保険証利用により得られる緊剤情報等を診察室等でも活用できる体制を

強備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を要件とし、医
療DXを推進する体制を評価する。 (電子処方箋等は経過備目あり)
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保険施設簿において、実効性のある連携の幅祭を促進する観点から、介護保険施設等と医療機関の連携に関する
要件及び評価等を見直す。また、かかりつけ医と介霞支援専門員との連携を強化する観点から、当該連携に関す
る評価を見直す。

>



2024/8/15

令和 6年度診療報朗改定 I… 2 生活に隠感した医療の推進など地嬢包括ケアシステムの深化 ,雄遺のための取組 等

医療と障害福祉サービスの連携の推進

て, 医療と陣密福祉サービスの連携及び高齢化する障密奮施設における適切な医療提供に向けた取組等を推進するた
めに、主に以下の見直しをおこなう。

1。                                   (鼠 -2-0)
> 医諌と介競の両方を必要とする状態の患着が可能な限り施設での生活を盤続するために、             登▲題⊇

中 醜

2.E題幽空2盟区J上
=臼

臣璽込回閣臓図ヒ周四口慶圏I(■ -4-2-⑦ )

》 医療的ケアlえ (警)が入廃する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事揃に自宅笞を訪蘭し、患
― 盤也―

吸穏の離 後のケア状感の爆担を行つた颯台についてこ駈たな癬価t行つ。

3.2餌颯岨臼囲■咀ニユΩ鳳■上 (Ⅱ -2-0)
> 入追院支腰加輝の対象となる「退院困難な要因を有している患脅Jに、特駆4コミユニケ

=ン
ヨン車担t髯す04_晨び韓車缶曲

する
`

特別なコミュニケーション支援を要する脅及び強度行動陣奮の状態の種に
する。

対し、入脇ぬにE患機関■本人 ,窯協停や障■編撤

4.毘Δ工盟盟ョ乏工詔□腱醐mL」凶L』Щ出閣蛭差五盟田■題湧田L(I-2-め )

> 医療保険のり八ビリテーションと障害福祉サービスである自芝朋練 (機能酬練)の円滑な移行を推造する観点から、医療保険の
疾患別り八ビリテーションと臣琶福社サービスの自立餌a(機編目燎)を開時に真館するB合について、療a閉りAピリテー
芝ョンコ⊇館戯工導を担痢する。
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建盤の推盗 (1-2-枷 )

> 有床診療所による医療 ,介霞・障害福祉サービスにおける連続を推進するために、介競連携加算を介額簿密連携加瞬と名称を改
めるとともに、肢体不自由児 (書)を獅定可能な対象として追力nする。また、施設墓拳である介議サービスの腱供について、介
霞保険の訪問り′(ピ リテーション、訪問栄後食事指導及び                の提供実績を追加する。

6.競労支掘に係る医療機関と障害幅祉サービスの理務のね造 (1-2-② )

> 精神障害の特,生を鵬まえ医療機関と輝密鶴祉サービスとの連携を推進するOR点から、静重ほ銀建儀将 〔
軽爆触 に、韓
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令■16年度診療 1臓酬改定  Ⅱ-2 生活に駕噂 した医療の推進など地域包 ,岳ケアシステムの深化・雄途のための411B― ◇ 等

地域包播医療痛線① 病棟のイメージ

背景

> 高齢書の人口増加に伴い、置礎重Ω亀盆盤選重遂煙■担し、中でも観農上皇霊症煙4畑している。
>急性期病棟に入院した高虚常者の一部は、急性翔の治aな受けている田にB床が遺まず、AD咄 下し、a性刺か

ら口隻』仁重餞することになり、査
=狙

盟歴■【盆壷2=丞があることが報告されている。
>高齢書の入院恩者においては、医療資源投入量の少ない傾向にある誤職性肺炎や尿路感染といった疾患が多い。

(高度急性期を担う病院とは医療資源投入量がミスマツチとなる可鶴性)

>譲環性肺炎恩善に対し早閣にり八ピリテーションを実施することは、死亡率0低下とADとの改とにつながること
が示されている

>入院時、高齢恩者の一定割合んて缶熊豊リスク状態又は低崇とである。また、高齢入腕患■の祟鮒 攘不良と生命

― 嵐 由囲五カ〔みられる。

譲
還院に向けた支援

適切な意思決定支援
早期の在

在宅医農、介饉との遠韓

10対 1のな臣配置に加えて、療法士、管理栄養士、看霞補助者(介瞳福祉士含む)1こよる高齢を医療に必要な多尊種配置

包括的に提供
盗 q

地域色播医療病棟における医療サービスのイメージ

n
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令租6年度診康IB酬改定 ユー2 生活に配慮した医療の催違など地颯包,吾ケアシステムの深化・催造のための取組―(● 琴

地増趨楯医療病棟②施督贄基準等

地増色箔田康痢憾入腕用の

“

定璽律及ぴ龍出BB
>地壇において、敷急患着帯を受け入れる体制を整え、り八ビリテーション、栄長雷堪、入還院支姫、

担う病棟の評価を新艘する。

ξ鞠 隷 恙馳藤
病操入院謝 |の地峨一般入院樹 3の制により,鱒定する。 ●

“"に
贈

〔施設基準,(l真櫓〕

(1)■盟EAが 10■ at上毘■由れていること,

(2)当滋病棟に                                               されていること,

(3)入院B謝からのり八ピリチーラヨン在行うにつ含あ要な樹二置●を有していること.(鵜室6.4耐 /二 人 以上、簡下個 1,3m以上が望ましい 等)

(4)当 3及璃様に入院中の憩奮に対して,▲,L等の419、 _臼嬢 菅槃麟露嘔督にとする建■4体麟が醜 されていること,

(ADL力〔入院備と比載して低下したと■の

“

台がS16余Hであもこと り)

(5)一命些綱棟用の電症度、医療 ,輌霞必要度の通準を用いて評価し、工公農担亀Ω量生工Δ勘製阻L劇蛹u則四Hど醸閣磯理はェ週W岨と重盟上止丘
膜出する酷 力〔16tオ

`以
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産二の始 う地 ▲596以 上 (1あ H魔 〓のB台〕であるとともに、入慎農とのうち入筑筋日に「83重以上Jに餞
幽夏壷口n虚重壁h雖とであること.

(6)当駿編線の入瞬態奮の平均在臣鳳はが21風 at内であること.

(7)当綾痢棟において、追院憩樹に占める.亀豊豊丘農腱立畳二ΩaI食江ュ劇Jとであること.

(3)当綾編棟において、大院患雷に占める.と鎮楓娘阻an出の一饉演構から転慎したものの嗣合が596未Bであることす
(9)当綾篇線において、入院議密に占める、娘attaぬ凸堕霊                                     当基

億Ω偲ぬ医鼠豊題農二日とと■とE工⊇E食聾▲■二盆】上であること.

(10)地域で患性疾患帯の憩雪に包括的な△題困鼠魁置週血園嵐瞳巨⊇につと必要な体綱t整但していること。
(2次撤急医療機関又は数急箇示璃席であること、常時、わ寝′よ検奮,CT爆彫、MRI欝影t行う体閉にあること 等)

(11)正一盤 出迪建及び             を行つている保険医練機関であること.

(12)競たL鳳麓魔凪との用院であること。 (13)と性饉渥 盤田畑理及び盟邑農膿Δ駐二基盤ΩB出二重盈工とヽ′▲しヽ保険盤擦儀聞であるこ
(14)出h強

=働
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令耳〔6年度診頻報饂改定  Ⅱ-3 り八 ピリテーション、業縦観理及び口腔霞理の通協・雄建 ―ri、

急性期におけるり八ビリテーシヨン、業善管理及び口腱管理の取組の推進

― 急儀期におけるり八ピリテーションⅢ紫嶺雷咀及び口嵐日電0嗽組の焔追①

>急性期医療におけるAD助ぐ低下しないための取組を推進するとともに、り′(ピ リテーション、栄簑
管理及び口腔管理の連続・推進を図る観点から、土a盟 日、日曜日及び祝日に行うり八ピリテーショ
ンを含も`り′(ビ リテーション、栄養管理及び日腔管理について、新たな87・価を行う,

(新) り八ビリテーション・祟長・口融連続体制加

“

(1日につき)     120点

:驀

より早閣からの切れ日のないり八 (麟床 )・ 栄■・口腱り取娼
・疾患別り′ヽビリテーション等の提供によるADL書の改鶴
・土曜日、日贈日及び祝日に行うり八ビリテーションの提供
・入棟後早期のり八ビリテーションの実施
・病棟専任の協理栄曇士による學用B早儘と介入

原則48時 間以内の評儘と針団作成

口触状感の評価と薗科医師等の進協
定即〕的カンフアレンスによる情報連携
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令和 6年度診康韓印は定 1-3 り′ヽビリテーション、栄後雷理及び口綾筐I望の連携・盛造 ―②

病態に応した写期からの嬢愚別り八ビリテーションの推造

綱題に応した早期からの療恩鵬り

'ヽ

ビリヂ…ションの機造

>霊症者に対する早期からの急性期り八ビリデーションの提供を推進するため、病態に応した早期か
らの疾患】uり′(ビリテーションについて急性期リノ(ピ リテーション加算として新たな評価を行うと
ともに、早期り′ヽビリテーション加毎の評価を見直す。

(新) 急性期り八 ビリテーション加欝      50点 (14日 目まで )

(改) 早期り八ビリテーション加獅 30点 → 25点 (30日 目まで )

【a建鵬り

'ヽ

ビリ,中ション飼輝0購 B魯】 髯入隣中0愚日に日●.     x ぉ大n骨凛B母リツヽビリテーラコン

“

綱白M緞 りAピ リ,一ラコン
ア ADと の評価であるBIが二0点以下の t,の。               ヽ 猿用患強

“

υ′ヽピリテーション獨、Hいaリ ジヽビリテーション

“

呼
イ 盟知震渇盤目の日常生塔自立寝がランク‖以上に麟当するもの.      戦Bり八ピリ,一 ション1将において

"tttL.ウ μ下に示す盤E鬱が実施されているもの .

(9 働隠圧潟定 (勤縣ライン) 勾 シリンジポンプの雷理  韓 中心静瞬五潮鷲 (中 心鞘嫌ライン) イ↑′ 大工呼恩調の曽壇
n 輸血や由な留剤の督颯   ◇ 特殊′ど造稼務等 (CHDF、 :A8P`に ,S、 補助人江心届、IC'轟 l落、ECMO)

ェ  子A220-2J綺 定al,繊入碗霞奪H埋力8“の対象となる感う1症、感彙産塘第6無

“

3瑣に規定する二灘 lH碇 農ひ岡濃闘乗第夕暇に規定する斬

観インフ,しエンザ等感染症の議葛及び当按感染庁を増う憩雪。たたし、藍似虚憩雹については切日に領りH定 する。

1息俊劇り八ピリ,―シヨン節

“

0常銀EB】
当綾保揆医療機関内にリアヽピリ,― ション‖の常勤医t覇 が配日されていること,

〔現行 ,                              〔改定後〕

a破劇り′ヽ簡H 30由ノと徹

切躙畑翼 4S点/い筐

早翔り′勒B壽 狐 /単位

闘晴日 14日 働譲て 308ゴまで   開的日 1■ 自白まで

ゆ
30日 B章 で

ユ0■

切用 MI輝 4S点 /単位

軍FBり′ヽ加算 30森 /単位

令租 6年度診瑕1霞轍 定 猛-4 患審の l犬懸及び必摂と考えられる医l曖機能に応した入院医療の評価 ―⑬

回復期り八ビリテーション病棟に係る見直し①

入眺鶴0瞬Eの見直し

>40腕未満の動務医師、事務職員等の賃上げに資する緒置としての入院基本料等の評価の見直し及び、
回復期り八ピリテーション病棟入院料の施設基準の見直しに伴い、回復期り八ビリテーション病棟
入院料の評価を引き上げる。

新

I回復期 り′(ピ リテーション痢様入臓料】
回復期リン(ビ リテーション痛練入財 ヽ1

(生活銀螢を受ける撮合

回領期り八ピリテーション痢檬吹院▼Ⅲ2

(生活憲長を受ける場合

回復朋り′ゝ ピリテーション窮棟入院村 3

(生活森長を受ける場合

回復翔り′ヽピリテーション網標八廃▼昇4
(生活擦襲t受ける娼合

回復期り八ピリテーション痢標入確刷 5
(生活療善を受ける爆合

2,129点
2,115点 )

2,066ぇ重
2,05ユ 点)

ユ′899点
1.884点 )

と
`841点

1.827点 )

1.673点
1,664点 )

〔回復翔り′ヽビリテーション衛棟八観樹】
回復輝り八ピリテーション綱標入院劇 1

く宝潜― 受ける窮合
口領翔り八壁リテーション劇臥 脚 2

(銹懸 を受ける嘔合
口観翔り′trリチーション翔臥 競樹3

く
―

tttlする場合
回復題りAピリテーション衛朧仄顔 4
て生活森曇を受ける増合

回復題りAピリ,―ション病棟入顔 S

(患― を受ける場合

藝櫛螂蜘蝉螂蝉螂螂蜘〔追加の施設基準〕
● 回復翔 り′ヽビリテーション痛標入焼率導1及び 2については、             を要件とする。

● 回復朋リノヽピリテーション病標入暁卜導1及び 3については、襲麟保はほ憲趣国においては i lttΦ理室慎
=関

わる颯農■猫ねとした 二
IMの打定に田する研修全4年 ニロat上醐にすることオ

=要
件とする。

● 回復期り′ヽビリテーション痛標入院村 i及び 2については、当該入院剌 t舞定する患種について、

盤ェ垣國堕錮口立24』隆餌嘔盟せ』連と」』醜理ШttЩm凹田田劇腱製魁日と虫鳳
=二

とを要件とする。
● 霞li■

'』

リブヽビリテーション病棟入院料 I及び2については、1'町村の要節を受けて、「地域責援事叢実施晏騎」 (平成二8年 6月 9日

を発0609001第 1号厚生労働省を鶴周氏追加うに脱定する地電り八ビリ,―ション活働宝担
`aお

の
―

担B虫に、地嬢OE"全
こととする。
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令租 6年度診漂報齢改定 1-4 患書の状賞風及び必要とをえられる医爾機揺に応した入院医療の評儘 ―◇等

回復期り八ビリデーション病様に係る見直し③

題働器り八ピリテーション樹の競 単位数の見直し

>回復期り′(ビ リテーション病棟における運動器疾憩に対してり′ヽビリテーションを行つている患者
については、 1日 6単位を超えた実施単位数の増カロに伴う ADと の明らかな改善が見られなかつた
ことを踏まえ、疾悪別り八ビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者の見直しを行う。

現行
~

【算定上眼観莉苅象患騒】
・ 回復翔り八ピリテーシヨン滴線入院料又は特定機構病院リ

八ビリテーション痢練入碗▼再t欝定する患者
・ 脳ぬ筐疾患勢の患種のうち第症後六十日以内のうの
。入院中の患書であつて、その入院する痢棟等において率期
歩行、ADLの自立等を目的として心六血筐疾患りAビリ
テーンヨンタ州(1)、 脳血曽娯恩尋り八ピリテーション料
(1)、 臨翔戒横群り八ピリチーション料(1)、 H働鶴り八

ビリテーション潤(I)又は呼戦鶴り′ヽどリテーション甲4

(1)を算定するもの

:野定上睡 Ta対象患書〕
回復購りAピ |コ デーション膚機入瞬斜又lユ特定樹能病駐リ
′《ビtンテーシ着ン爾悔入碗猫t算定する患むエロ腱EttΔ

閣血雪察懸等の患者のうち雛 後六十日以内のもの
入暁中の患害であつて、その入擁する廟保等において早用
勢行、ADとの自立等竜目的として心六血― り′ゝピリ
テーシヨン稿(1)、 経血管娯患磐り′ヽビリテー●プョン料

閉 期 競 訴 議 3濯 解 と繋 豊留
｀

(1)な

“

定す番もの

:団臼剛り八ビリテーショ
l扇』i】

ン臓機入院料1・ 2ユ

体制強化畑瞬0腐止

>回復期り八ビリテーション病棟入院料の体制強化力n輝 1及び 2を廃止する。

対

I回復翔り八ピリテーション病棟入院料1・ 2〕

体鰯強化加毎 1

体制強化加碑 2

200点
80点

令細 6年度89療報酬改定 I… 4 恩者の状態及びり要と考えられる医原機能に応した入院医療の居早福一ф

療機病棟入院基本料の見直し③

注11に
― る掘過描EO臓止

>医療法に基づく医療瞭曇病床の人員配置標準に係る経過措置の終了を踏まえ、療蟹病棟入院基本料の注
11に規定する経過摘置を廃とした上で、廃止される経過措置のうち、入院恩者のうち医療区分 3の議者
と医療区分 2の議者との合計が S割以上の要件については、令和 6年 9月 30日 までの経過舶置を設ける。

嘉行

I韓 期 】
〔疑 妻件J

碑 11

鮮 ― r鶴 1=整峰蛤― 薦体rあ る工迪寿埼μ 甘lBttr関 ム _Lr苗 め 茸 ,め壼伸 rう うヽヽ

銀担崩線における担t口なり八ピリ,―●ノヨン0佃
>適切なり′(ピ リテーションを推進する観点から、医療区分、ADL区分ともに1である入院料27(従前の

入院料 I)について、 1日につき2単位を超える疾患別り八ビリテーション料を包括範囲に含める。

断

【票鶴 棟入脚 】
〔

“

設基準〕
(4)蘇認凝観銘理露堀簡懇所醐 閥

血営疾患静lJ八ピリテーション料、廃用症標群リハピリテーショ
ン料、題働船り′ヽピリテーション欄又lま呼吸鶴リサヽ t:リ テーショ
ン偶であつて一日につ奮二単位t観えるもの 〔略)の口用 l魁
病篠入院-1の 差11に規定する彗合であって、」譲入備嵐▲

残 rh:山Ⅲ
`価
Alim… n■

`inrn M`intttr`】
Ⅲめ増やか岳ぅTい ,■

ぃォ々rmネ _)は、当綾入院ヽ本欄に含まれるこのとする.

りAビリテーショシの■臓
瀬 .B

〔劉日田|1膠B,いりヽ』田pぃ鳥B
I競藝律]

_1-

:― 即 】
〔施盟群 】
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改定内容についての評価

・医療機関と介護施設、在宅医療との連携が強化された

・今回の改定の目玉は地域包括医療病棟の新設

急性期医療にリハビリテーションと栄養管理が適切に組み込まれている

・回復期リハビリテーション病棟では、体制強化加算の廃上が
経営的にも医療の質の面でも損失が大きいと思われる

2 令和6年度 介護報酬改定について

引用資料 :厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」
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2024年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定の基本方針 (リ ハ関連事項 )

介護報酬改定

(1)地域包括ケアシステムの深化・推進

認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや

必要なサービスが切れ日なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進
併医療と介護の連携の推進
卜在宅における医療ニーズヘの対応強化

"高齢者施設等における医療ニーズヘの対応強化
>在宅における医療・介護の連携強化

◎退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、退院後のリハビリ

テーションを提供する際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を

入手し、内容を把握することを義務付ける
>質の高い公正中立なケアマネジメント
>地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
卜看取りへの対応強化
>感染症や災害への対応力向上
>高齢者虐待防止の推進
>認知症の対応力向上

"福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

(2)自 立支援・重度化防止に向けた対応

高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種連携やデータの活用等を推進
>リ ハビリテーション機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

◎リハビリテーシヨン機能訓練、日腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的

に

進める観点から、介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設等の関係加算に ついて、

新たな区分を設ける
げ H早 _●′コ ′`!― スヽ !キス H ハ ビ : ウ → ・とヽ ヵklln笛 !… つ アまた、→菖百1子 H′ I=■ _、｀

″¬ ｀ P マ ヽ

新たな区分を設ける
◎大規模型事業所であつてもリハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実してい る事

業所

を評価する観点から、通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について 見直しを行う
>自 立支援 H重度化防止に係る取組の推進
>LIFEを活用した質の高い介護

(3)良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上による

職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進

(4)制 度の安定性・持続可能性の確保

介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとつて安心できる制度を構築

"報酬の整理・簡素化
◎介護予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の
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〕チ
'院

前カンファレンスヘの 3加 【善示】

リハヒリテーションに関わる横嘘の共有 花宅
での リハビリテ ーションに必要な指導の実施

医療機関のリハピリテーション計画書の受け取りの機務化 省令改正、告示改正

■ 退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、遇院後のリハビリテーションを提供する
疎に、入院中に医療機関が作成したリハピリテーション実施計画魯等を入手し、内容を把握することを税務付ける。

■ リハピリテーション事業所の医師等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加した際の評価を新たに設ける。

医療と介議の連携の推進 ―在宅における医療・介臣の連携強化 ―

防関 リハ rリ テーション★、通所 リハピリテーション★

【基準】 (磯務付け)

r:1 医αh琴のlF皇 者は、 リハビリテーシ ョンを受 (サ ていた医療機関から1武 隣 した利用者の リハ どリテーシ ョン計ltlの 作成に当たっては、

当該仏 f職 機側が作成 した リハ ごリテーシ ョン文れる手曲君等を入手 し、当該

“

I用者の リハ rリ テーシ ョンの結報をだ鐸 1ン なけれ

`rな

らない。

【単位欧】
退院時共同指導加算 600単 位 (11負 tl

I算定要件等】
(●  リハtリ テーンコン寧葉P,・の医齢、理学療滋士、作業擦法上、言語粒覚士が、退城莉カンファレンスに参猟をし、週境B寺 共同指導を行う。

Ⅲ「脳1■いド!藤 ,■  ●身猟4, いう liゆ  答ha,

Ll,P ,■ l'r りかⅢり,一 ン■ソ資4Ⅲ 4し てテ)子 di手

リハどリテーション実施計にもI密 書の入手・′〕容
T,把 誕 【省令】

リハビリテーション

計画への及峻

退院前カンファレンスヘの今加

命 ●
エ j

争 争

島 4
リハビリ

,― ン毒ン
事察所

尋寺番
入院中に

リンヽ ビリ

テーション

を実施 した

医療機関

リハピリテーション実施計画書等の入手

算定要件等

(訪 問リハビリテーションの場合)

C)病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪間リハビリテーション事業所の医師又は理学療法と、作業
療法士若しく|よ 言語聴覚とが、退院前カンフアレンスに参加し、退院時共同指導Xを行った後に、当該者に対する
初回の訪P口尋リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回 に限り、所定単位数を加算する。 (新設)

※ 千り用者又はそ
`「

)家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法と、作集療法と、言語建覚とその他の従業者と利用者の状
況等にlttlす る情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、そ

`π

′内容を在宅でのリハビリ
テーション計画に反映させることをいう。

1.(3)③ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

概要

O 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関
からの還院後に介護保険のリハピリテーションを行う際、 リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機調
の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。 【告示改正】

単位数

<改定後>

遇院時共同指導加算 600単位/国 (新設)>
<現 行 >

なし

【訪闘リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
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単位数

く改定後 >

> 齢雛軽鰍景干霧雛娼(手片htt l

〔特定鑢散入居書生活介霞★、地増密着里特定施設八層を生活介饉、露知虚対応型共同生活介霞★、介置を入福撤お段、地増密を赳介重
を人福祉施設入所書生活介題】

<改 定後 >

追所時情報提供加

“

260単位/爾 (介議老人福祉施設)(耳Fi故 )

退層時情報提供加

“

250単 位/回 (特定施設、認知症対応型共同生活介護)(祈 ξ費)
レ

〔介饉宅人保儀ね餃、介霞盛機院】
く現行 >

退所時博奪霞提供加算 600単位/回

く現 4予 >

なし

算定要件等

〔介霞を人保働施設、介霞医麟院〕く退所時情報提供加環 (1)>  八所とが騒宅へ選聯ιえ尋き く4疑)  !
O 居宅へ違所する入所者について、】鳳所後の主おの医巨Tlに 対して入所着をそB介 する場合、入所者の「命]意 を得て、当該入所者の診療捨報

,i、 rJ(′,状 |ア 、生,と を等を示す備報を提供した場合に、入所著 1人 につき1回に限り算定する。

〔介重を入保色施設、介臣騒a院】く退所時倫観提供畑算 (it)> 入所者呼が堅室畳■へ遇所した場合 (新設)

【特定施設入磨奢生活介虚★、地域密着霞特定協骰入層を生活介霞、隠知虚対蔦理共厠生活分霞★、介霞を人祖祉烙設、地壇密を翌介霞
を人福祉歯設入断書生活介霞】<追所欝情報提14加算、通層時情報撮供加算 >
0 医療機関へ退所する入所著等について、退所後の医療機関に対して入所書等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入PF者等の
心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所善等 1人 につき1囲に限り算定する。

1.(3)④ 入院時等の医療機関への情報提供
【特定施設入居彗生握分議☆、地

'載
留零聖特定聰綬入唐著空落介議、認畑1と 女,資′整共倒生テ孟介護☆、介護老人福控施設、地,'i密 遠ニユ

介霞老大幅祉麹I々入所者生活介韻、介逮老人保鶴施A費、介霞医庸院】概要

C, 介と
=を

人保9掌備設及び弁護医療院について、入所者の入院鶴に、施設毎が把握 している生活状況等の構 0段

'翼

供を更に促進する観点から

退所時情報提供加傑について、入所者が医療機関へ還断 した際、生,き 支援上の留患点や卸知機能等にかかる情報を提供 した場合について

新たに評衝するEと 分を設ける。 また、入所者が居宅に退所 した際に、退所後の芸i台医に診療情報を機報提供することをき平価する現行1日 当
の加算区分についても、医療機鶴への退所の場合と倒様に、生活支援上の密意点等の構観提供を行 うことを算定要件に加える。

O また、分護老人福祉施設、特定施氏費入居書生活介護、認畑虚対応壁共同生活介談について、入断書または入居者 (lス 下 f入所者等J

という。)が医療機関へ退所した膝、生活支l浸上の留意点等の情報提供を行うことを奪子価する新たな加算を怠l設する。 【告示改正】

1.(7)① 訪間系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

【訪闘介護、訪問入浴介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜F口碧対応型訪問介護】概要

○ 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の鍾症化
対して通切に認知症の専FB的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直す。
【告示改正】

1こ

単位数

く現 行 >

認 知 症 尊 ,与 ケ ア加 算 (I)
認知症専β身ケア加算 (‖ 〉

く改定後 >

変更なし
変更なし

薫 定1い こ霞・憶崎埼応型すど局介ξ区雪護、夜阿対庁′望跡翔介霞 (“ )に ついては、彎知雲尊
'1'ア

節

“

(1)90単 位ノ月、聟知室専nケ テ′れo(“ 〉120軍 笠/月

>3単位/日 ※
4単位/目 ※

く認知症専門ケア加算 (1)>
ア 露夕゙症高齢者の日常生活自立度 ‖メ上の者が不ll用 者の 2分の 1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了著を認知症高齢者の日常生活自立度上以上の者が20人 未満の場合は 1以上、
20人 以上の場合は1に 、当該対象者の数が19を超えて10又 は端数を1曽すごとに1を加えて得た数以上配霞

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度‖以上の者に対して、専P身的な認知施ケアを実施した場合
工 当該事業所の従来著に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定

'』

的に

',1催

認知症専門ケア加算 (1)の イ・工の要件を溝たすこと

澪女母症薦齢者の日常生活自立度‖1ス 上の者が利用者の100分 の20以 上
認知症高齢者の日常生活自立度 |‖ 以上の者に対して、専鶴的な認知症ケアを実施した場合
認知症介護指導者研修修了者を1名塚上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
介護戦員、看護職員ごとの認知症ケアに日聰する研修計画を作成し、研修を実施又1ま 実施を予定

ア

イ

ウ

エ

オ

く認知症専P号ケア加算 (‖ )>
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1,(7)② 訪間リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進

【訪問リハピリテーション】概要

O 認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、
応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテー

ションの実施を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数

く改定後>

認知症短期集中リハビリテーンョン実施加算 240単位/日 (新設)>
く現行>

なし

算定要件等

O 次の要件を`満たす場合、 1週に2日 を限度として加算。 (新設)

・ 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院
(所 )日又は訪Fo号 開始日から3月以内の期間に、リハどリテーションを集中的に行うこと。

1。 (7)③弁護老人保健施設における露知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

【介護老人保健施設】概要

○ 認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進する

'見

点から、現行の認知症短期
集中リハビリテーション実施加算について、当該入所者の居宅を読問し生活環境を把握することを評価する新たな
区分を設ける。

0 その探、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評儘の見直しを行う。
【告示改正】

く現4=>                            く改定後 >

細腕メJ:集中リハビリテーション安薦力9算 240難海レ霊躍罷談獣協雲奪サ父ど号軍
=彰
目y奏電催盤 移呂騒謀

栄 1理に 3日 を緩度 として算定。輝定輝l問 は入所後 3月 以内。

算定要件等

次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、 1日 につき所定単位数を加算する。
(1)リ ハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
(2)リ ハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適

切なものであること。
(3)入所者が退所後生活する居宅又1ま 社会福祉施設等を訪問し、当該訪F贄身により把握した生活環境をg蒼 まえたり

ハビリテーション計I百1を 作成していること。

く認知症短メ潟集中リハビリテーション実施加算 (‖ )>(現 行と同じ)

○ 認タロ症短期集中リハピリテーション実施加算 (I)の (1)及び (2)に該当するものであること。

く

○

>リハピリ,…ショ
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.観行    (一体的に実的した特金の停傷なし)     1敬 饉
:・

(一体的に実的した場合の評価の新骰)

■ リハビリテーンョン・機能劇練、口腱、栄養の一体的取組を推違し、自立支援・重慶化防止を効果的に造める観
点から、通所リハピリテーションにおけるリハビリ,―ションマネジメント加算について、新たな区分を設ける。

■ また、介霞者人保健施設・介腫医療院・介霞老人福祉施設等の関係加

“

について、新たな区分を設ける。

通所リハビリテーション、介霞を人保但施設、介霞医療臓、介霞を人櫃祉協改等

【単位敬】 (遇所リハピリテーションの場合)

リハど,テ ーションマネジメント加算(イ)    同意aの属する月から6月 以内 560単 位/月 、6月 超 240離 釘 月
リハピリテーションマネジメント加

“

(「l)    n患 日の属する月から6月 塚内 593単 位/月 、 6月 越 273単 儀/月

リハピリ,―ンコンマネジメント畑

“

(ハ)(指設)同 意日σ,属する月から6月 以内 793単 位/月 、6月 超 473単 位ノ月
※ 事業所の医師が串,用 者等に説明し、同意を得た場合、上記に2'0単位を加揮

【ハの悴定要件〕                   (折 識・製!子の姜体の組み替え)

ァ rl構 ァセスメント及び栄養ダセスメントを1,っ ていうこと。
イ リ′ヽどリテーンコン計壼等F,|ヽ 審について、,ハ ピリ,一 ン鋤ン '日 陵 ′策長で

')情
報を筑l務 4後の間で―律的に共有すること。そl′)雰、必要に瘍じてこlFE

に提出した愉観を活用してとヽること.

ク 共有した情lRを 踏まえ、 ジハビリテーシ難ン計議について必要
`な

見aし をr,い 、見蔵し
',内

密について弱係職額に対し共嘉していること,

,Ⅲ
'■

/1  ,ハ  fユ   ■■〔 ,1イ  オ|

―
      i

共有された情報を活用

:瀬 螂 螂 磁
Hi

B

鶴

咎 !

中
4:

8

L… ………………

興攘 鶴

そ▼龍 里寵,電ばI認践翌評
8,チキ欝乳勢舞離班麗鞭釜饉盤螂 1輩

操蝉頸嘲攣ギ
|

り′ヽどリテいション

|!1:lSζ長ヽlξヨこ岳:|

リハヒリテーシ ョン・機能訓練、国確、栄発の一体的取組帯

2.(1)①防関・逓所リハピリテ…ションにおけるリハピリテーション、日腱、巣養の一体的取組の推進③

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

|―

(新 設 )

>
り

'ヽ
'p障・彙曇つ7t

スメントを真お■

情ほt-4傷 に共有

０

● a

た

概要

○ リハどリテーション・自腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止をす力果的に進める観点から、通所リ
ハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を畠平価する新
たな区分を設ける。

ア El腔の健康状態の評価及び栄養アセスメントを行っていること。
イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体

的に共有すること。その際、必要に応じて LIFEに 提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハピリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係

職種に対し共有していること。
また、報酬体系の簡業化の観点から、通所 リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテーション

マネジメント加算 (B)の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。 【告示改正】

畑卑 い ■
'T・

OT,STが 14用 者

等に説明 `

医鱗へ報告

郎

“

て8)■医師が利用者等に

説明 ,同 意を得る

ン倉題を定用的に隠値する等、
ンマネジメントを儀戯的に寅歯

り,ヽ ビリ,…ンB
り,ヽ ピリ,―ンと

畑4(イ )

襄岳

"が
,,府 ヨ



2024/8/15

算定要件等

○ 訪間リハピリテーション
くリハビリテーションマネジメント加算色ω>
・現行のリハピリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。

<リ ハどリテーションマネジメント加算住虫>
・現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)日 と同要件を設定。

くリハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合>(新設〉
・現行の(8)の医師の説明に係る部分と同要件を設定し、別の加算として設定。

2.(1)①訪間。通所リハピリテーションにおけるリハピリテーション、口陸、業曇の一体的取組の推進②

単位数

◇ 訪間 リハピリ,―ション

<現4=>
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

く改定後>

リハビリテーションマネジメント加算Q色 180単 r立 /月

リハビサテーションマネジメント加算住壺 213単位/月

レ
180単徴/月

213単位/月

450単 位/月

483単 位/月

廃止 (1ズ 下の条l守 1二 統合,

廃韮 (1メ 下の条件に雛合)

※医師が利用者又はその家族に載明した場合上記に加えて270単位
(霧 設・3の要件の峯ユみ勢え

'

り

リ
り

テーシ嘉ンマネジメント加算(A)ロ

テーションマネジメントかE算 (B)イ

テーションマネジメント加蘇(B)「ユ

ピ

ビ

ビ

単位傲

v現澤寧リ
ハビリテーション

リハ ピリテーン コンマネジメン ト加憶 (A)イ

同意 日の属す る月から 6月 以内 560単 位 /潟 ,6月 超 240単 位/月

リハ ビリテーシ ョンマネジメン ト加算 (A〕 ロ

間もI Elの属する月から6月 以内 593単位/月 ,6月 超 273単 位/月

リハビリテーンコンマネジメント加算(8)イ

同意日の属する月から6月 以内 830単 位/月 ,6月 超 510単 位/月

リハピリテーションマネジメント加算(8)ta

同意日の属する月から6月 以内 863単 位/月 ,6月 俎 643単 位/月

く改定後 >
リハビリテーションマネジメント加算セΩ
同意8の 属する月から6潟 ルスぬ 560単 位/月 ,6月 超 Z40単位/月

リハピリテーションマネジメント摘算に曇
倒意 Bの原する月から6月 以内 593単 位/月 ,6月 超 2'3単 位/月

廃止>
魔 止

リハビリテーションマネジメント加算(ハ )(祈
=史

)

同意日の属する月から6月 以内
'93単

位/チ書.6月 超 473単 位/月

※医師が利用苦またはその家族に説明した場合 上逍に力僻えて270単 位

(辛rl設 ,8の 安律の組み替え,

算定要件等
◇ 狙所 り,ヽ ピリテーション
くリハビリテーシ ョンマネジメン ト加揮 (イ )> '見 行の リハビリテーションマネジメン ト加算(A)イ と同要件を設定。

<リ ハどリテーシ ョンマネジメン ト加算(a)> 現行の リハどリテーションマネジメン ト加算(A)口 と同要件 を設定。

くリハ どリテーシ ョンマネジメン ト加算(ハ)>(新 a費 )

・ リハビリテーシ ョンマネジメン ト加算(口 )の要件を濁た していること。
・事業所の従楽者として、又は外部との連携により管 ,電 栄養士を 1名 以上配置していること。
・邪1局 著ごとに、多強強が共同 して栄義アセスメント及び口縦の健 &真状態の評価を行 っていること。
・利用をごとに、言遜聴覚士、鐵科衛生士又は看騒職員がその他の機種の者と共同 して日維の健康状態を評l由 し、当該利用者の日腔の

健康状態に係 る解決すべ き漂電の把握を行っていること。
・や!用 者ごとに、関係職こが、通所 リハ どリテーン ョン計画の内容の情報等や、利用者の目陸の健康状態に関する情報及び利用者の栄

養状艤に関する情報を相重に共有すること。
・共有 した情報を踏 まえ、必要に応 して適所 リハ ピリテーシ ョン計画を見直 し、当該見直 しの内容を興係職極に対 して構 0霞提供 してい

ること。

(リ ハビリテーション事楽所の医師が利用者又はその家族に対 して説明 し、利用をの同意を得た場合 >
・現行の(B)の医師の説明に係 る部分 と同要件を設定。

る リハ ビ リテ ー ン ョン、 口耀 、 票 委 の 一 体 門 双 租 の種 遷 (3)2.(■ )lll砺間・ 遍 所 リハ ビ リテ ー シ ョン
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ハ ―ションにおけるリハビリテーションマ メ ン

O リハビリテーションマネジメン トは、鵜適|、 討函、実行、評後、改善 (1ム

‐
ド、 rSPOcA,と い う)の サイクルの轄漿を通して、心身

機能、活動、参加にバ ランス良 く釣 志かけるリハ ビリテーシ ョンが提供できているか、経続的に管理することにより 質の高いリハビ

リテーン ョンの提供を目指すものである。

そこおい っている

的

蜘    ||
幽 鱒

リツヽピリテーシ
=‐

コンの目的に加え、以下の
いず″め` 1以上の指示を行う
・脅□

'8前

、真施中の留慧野I頃   中止島
`尊

・負翻E寄

ど
趾画廻煙鬱毬洒睦溺題とitmの顧 些

・切回辞篠はおおむ構 ″週間収内
,収 障は慨ね 3月ごとに3甲優
・必要に応して討口を見直す

8
農 室 真売開,4

目安  工
今

島

りAピリ狩 ショ`′マネ守ンメント

“

壽

1傍墓増所 ルの 面緯

ケアマネジヤーを通して,その他の

サービス従工宙に、り八ビリテーショ
ンの観点から、8鷺生活上の留憲点、
介霞の工夫などのl膏報を伝理する.

利用開始から 二月以内に 野l購

者の層宅t訪問し、鬱預・校雷

辱を行うよう努める

(八 )の要件
:

畿
奥
】 蜘

B専▲早ェ
厚
IIニ

ト魯 国観娘

ョシ銀 を用a催 し、計画を見直ヂ
甲 ?▼生

汗1用開始から6月 以内  !二 月に I倒以上
・利用開始から6月 圏  IB月 に 1回以上

指巧・助昌

介額のI共に関する指導、日常生活上の留恵点を助冨する
・他サービスの従壊者と店宅を訪闘し、従票者に対して振う
・居宅を訪問し、家族に対して行う

ケアマネジャーヘのlB報握供

(口 )の要件

碍 韓出

2.(1)②介題保険施設におけるリハビリテーション・機能副li練、口腔、栄養の一体的取組の推趨Э

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】概要

O リハビリテーション・機能副I練、El謄、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点か

ら、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情幸観加算、介護医療院における理学療法、

作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓練加算 (‖ )に ついて、以下の要件を満た

す場合について評価する新たな区分を設ける。 【告示改正】
ア ロ腹衛生管理加算 (情 )及 び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
イ リハどリテーション実施計画等の内容について、 リハビリテーション・機能融t練、al腔、栄養の情報を関係職
種のFe亀で一体的に共有すること。その際、必要に応じてとiF〔 に提出した情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、 リハピリテーション計L百】またはlEl別 機能訓練計画について必要な見に色しを行い、見直
しの内容についてB翻係職種に対し共有していること。

単位数

"√

子

^息

,ョI了 :子写禁yすチ堪肇潔漱腰登上とi:離播チ齊
希許

ゞユ,,(1)、  |‖ ,1,lⅢ 口t=:研

〆菖二露こ達難盃金難,遣語鶏塁磨難:認鶏骨t和
【介重密人軽祉備設、
く現行>

>

【介臣宅人保億施段】
て現(,>

リハビリテーションマネツメントg千置J要 情報加揮 33単 !芝 /月

【介重医療院】
=勝

'1手

>

'9学
ア質法

'ユ

6、 4葉森 ,去 テ16、 篤驚酷欝療
'去

注 433暉 '1こ /月

増重密着製介重を入福祉飽設入所書生活介顔】
■敬た後 >

個別後れr部 1疎加縛 (1)12単 位/8
儘》1機 能翻r練 摘葺 (‖ )20`,1位 イ月

4目 昂1機 雛争i続加諏 (1)12ヰ l位 /自 (変 更を し)

個らl機 能訂
'練

加算 (II)2041位 /月 (灘 吏な t′ )

佃,l機能田韓畑算 (‖t)20単位ノ月 ('議 )

単胸舜 fll (|,  御:|:Iイrロ ト'軒
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2.(1)②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能副練、日腔、栄養の一体的取組の推進②

【介護老人福祉施設、地域密透型介護老人福祉施設入所著生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】算定要件等

【介霞老人保健施設】くリハピリテーションマネジメント計園書情報加算 (l)>(新 設)

【介霞医療院】く理学際法 注 7、 作業療法 注 7、 言語聴党憲法 注5>(新設)

0 入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提畠していること。必要に応じてリハビ
リテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーション
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

※上記は介護老人保健施設の場合。介護医療院については、理学療法注 6、 作業療法 注6又は言語聴覚療法 注
4を算定していること。

○ 口腔衛生管理加算 (11)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
③ 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言騒B憲 覚と、歯科衛生士、看護職員、介護職員そ

の他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの通切かつ有効な実施のた
めに必要な情報、入所者の園腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。

O 共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハピリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係韓
種FttBで 共有していること。

【介霞老人福祉施設、地域密着理介霞老人福祉施設入所書生活介置】
く個別機能削擦加算 (‖1)>(新設)

O 個別機能訓練加算 (11)を算定していること。
O Eヨ 腔衛生管理加算 (‖ )及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
○ 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能削練の逼切かつ有効な実施の

ために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有してい
ること。

O 共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練針画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等
の関係恥種PB司 で共有していること。

テーションス に 一
しハ の

概要

分額予防サービスにおける リハ ビリテーションの質を評価 し、通切なサービス提供とする観点から、以下の見直 しを行う。

利用隔碍始から 12月 が経過 した後の減算について、拡大を行 う。ただし、定期的な リハ ピリテーション会議によるリハ ビリテー

ション計画の見直 しを行い、LIFEヘ リハ ビリテーシ ョンのデータを提出しフィー ドバ ックを受けて POCAサ イクルを推進する13合

は減算を行わないこととする。

要介護認定制度の見直 しに伴い、より週切なアウ トカム評儘に費するようにIF[ヘ リハビリテーシ ョンのデータ提出を厳進すると

ともに、事業所評価加算の廃止を行う。 〔告示改正】

O
ア

イ

単位数

>驚 窪譲々 :査悽鉱 贔 径‰ 籍 キ登即

レ 電麗出越選受盛ヤ(焔踏位/月滅毎に勲
要支援2 塾聖単位/月 滅距 (玄受】

>
(改定後 )

(漠 玉,

(′癬F)

O 利用開始日の屈する月から12月 超

(現F=>
介蓮予防訪間リハビリテーンコン

5単位/回滅揮

介護予防適所 リハピリテーン命ン

妥支1登 1 20単イ芝/汚 滅算

要支援 2 40単 位/月 減算

()攀 葉所属軍領力固揮
(現行 >

介腰予防訪間 リハビリテーション 120単 位/月

介懸予防過所 リハビリテーション 120単 位/月

算定要件等

◇ 利用8器始日の属する月から12月 を超えて介護予防,と所 (訪問)リ ハ ビリテーションを行 う場合の濠算を行わない基準 (新設〕

・ 3司 に 1回以上、 リハ ビサテーシ書ン会甚嶺を開催 し、 リハビリテーンョンに関する専門的な見地からや,濡者の状況琴に弱する惰傘Rを

特成長と共有 tッ 、当該 リハビリテーシ ョン会議の内容を記akす るとともに、利用者の状態の変化に応 じ、 リハ ビリテーション計画を見

蔭していること。
・ 利用者ごとの リハピリテーシ ョン計画喜等の内容等の情報を厚生労働省に提出 し、 リハビリテーションの提供に当たって、当該構城

その他 リハ ビリテーシ ョンの適切かつ有効な実施のために必要な脩鞭を活用 していること。

【介護予防訪閉リハビリテーション、介鏡予防通所リハビリテーション】
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2.(1)① 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②

現行 雑 後

轟 基本報田|の

単位数里位欲

>

760

粟 れI躙 騰
'日

氏 草 今 薄 J憲 饉 に Rt'

算定要件等

O 通常規模型、大規模型 (1)、 大規模翌 (‖ )の 3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、
大規模型の2段階に変更する。

○ 大規模聖事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%以上であること。
・ 利用者に対するリハピリテーション専門職の配置が1011以上であること。

′ 立全ピユニー∠ュ∠三二立と4加 露を算定してtど壷理a童
イ リハビリテーション専門曝の霊隠が10:1以上

上

2.(1)〇介題を人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

【介護老人保健施設】概要

を評価する新たな区分を重受ける。
ア 原則として入所時及び月 1回以上ADL等 の評価を行った上で、必要に応してリハビリテーション実施計画を見
直していること。

イ アにおいて評価したADt等のデータについて、LiFEを 用いて提出し、必要に応して提出した情報を活用してい

ること。
O また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取率量を促進する観点から、評価の見直しを行う。

【告示改正】

進する観点から、以下の取組について、 なリハビリテーショ○ 短期集中リハピリテーション

単位数
く現行>

短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日 畑胴集中リハピリ,―シ毒ン案お謝算 (1)258単位ア日 (新 設う
短ダB集中リハビリテーション実施加算 (‖ )200単 位/Bく変更)>

疑密定簿l門 は人所後 3月 状内

<改定後>

く短期集中リハピリテーション実施畑ユ (1)>(新 設)

○ 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士者しくは言語聴覚士が、その入所の日か
ら起算して3月 以内の期爵に集中的にリハビリテーションを行つた場合であって、かつ、原員けとして入所時及び 1

月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビ

リテーション計画を見直していること。

く短期集中リハビリテーション実施加算 て‖)>(現 行と同じ)

O 入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月 以内の期F缶尋に集中的にリハビリテーションを行って
いること。
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4.(1)② 理学療法士等による訪間看護の評価の見直し

【訪闘看護★】概要

○ 理学療法士等による訪FttB看 護の提供実態を踏まえ、訪問委護に求められる役割に基づくサービスが提供されるよ
うにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加毎の算定状況に応じ、理学
療法士等の訪闘における基本報酬及び12月 を超えた場合の滅算について見直しを行う。 【告示改正】

単位数

○ 理学療法士、作業療法士又tよ 言語聴覚士による訪問の場合
く現行 >

な し

く現そi>
なし

>
く改定後>

厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪固看蔭事禁所について
は、 1回につき8単位を所定単位敷から湧車する。 (新設)

○ 理学療法士、作業療法士又1よ 言語聴覚士による訪間の場合 (介 護予防)

<改定後>

厚生労働大臣が定める描設基準に該当する指定介臨予防防間

'瞳

事業所に
ついては、1回につき8単位を所定単位数から滅癖する。 (新 設)

>
12月 を超えて行う場合は、介重予防訪間看饉費の遣算 (※ )を臣定している
爆合は、1回につき15単位を所定単位敵から更に減車し、介建予防訪同看霞
費の減算を算定していない娼合は、1回 につき5単位を所定単位数から減算
する。 (変棄)          蓼を1"驚 ス予がヽ 第■■!士 必事にまⅢlる 攀

`υ

,患 工t力 :,

>
12月 を超えて行う場合は
1回につき5単位を所定
単位数から減算する。

算定要件等

○ 次に掲げる基準のいずれかに該当すること く新設)

イ 当該訪Fnョ 看護事業所における前年度の理学療法士、作来療法士又は言語聴覚士による訪P受身回数が、看護議員に
よる訪問Q数を超えていること。

日 緊急崎訪関看護加算、特別管子璽加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。

理学療法士等による防間看護の評価の見直し (全体イメージ)

● 次の基準のいずれかに該当する場合に双下の通り減算する
0 前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪固倒敏が、量重難二に上h航置回数宝置とている
② 緊急時訪闘看護サ濯算、特別管理力8算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと

訪爾看置費

理学療法士、作素療法士又は
言語建党士による訪間

②緊急時訪岡看護加策、特別管埋加簾、看醸体91強化加揮

算定している 輝定していない

看霞報 エリハ磯 8単位置ユ (新設)

審議職員くリハ嗽 丘豊住盟塁 (新設)

―
    (新 設)

介霞予防訪間看種貴

理学擦法士、作楽療法士又は
言語聴党士による訪間

②縣急購紡間e憲れm算、特別管理加算、看議体制強t加算

算定している 算定していない

看霞報 エリハ喩
12月 を超えて行う場合は

5単位減算 (現行のまま)
蝉     (新 散)※

看緩職員くリハ驚 8単位滅
=(新

設)※ 8塾位遺塁 (新散)※

※12月 を整えて訪熾を行う場合は更にと単拉題  (新機)
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改定内容についての評価 )

・リハビリテーション機能訓練、口腔、栄養の
一体的取組を更に推し進めていくものとなつている

・在宅リハビリ実施促進の退院時共同指導加算
(訪間リハや通所リハ)

リハビリ計画書入手のためのケアマネジャーとの連携強化
がより必要になつてくる

・理学療法等による訪間看護
には減算規定が新設された

数が看護職より多い場合ロ

3口 令和6年度 障害福祉サービス等の
報酬改定について

引用資料 :厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
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2024年度診原報酬・介護報酬・1厚吾褐千止サービス等報酬改定の基本万針 (リ ハ関運事項 )

障害福祉サービス等報酬改定
(1)障害者が希望する地域生活を実現する地域づ くり

①障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
>障害者支援施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認

グループホームの見学、地域活動への参加等を評価
>施設から地域移行した者がいる場合に加算で評価
♭地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、障害者の緊急時の受入れや地域移行の推進に

取り組む相談支援事業者を評価
>グループホームにおける食材料費等の適切な管理の徹底、外部の目を定期的に入れる取組
"居宅介護及び重度訪間介護の回庫負担基準について、介護保険対象者の区分の追加や単位の見直 しを実施
>高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価
Ⅲ相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充
"強度行動障害を有する児者を支援する「中核的人材」の配置や「集中的支援」について評価

②医療と福祉の連携の推進
"医療的ケアが必要な者への喀痰吸引や入浴支援等の促進
>福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進

・入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪間介護の利用について、障害支援区分4及び5の

利用者も対象に追加
>感染症発生時に備えた医療機関との連携強化

③精神障害者の地域生活の包括的な支援
>多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた

医療提供体制の評価

(2)社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズヘのきめ細かな対応
①障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
"児童発達支援センターの機能強化

"児童発達支援・放課後等デイサービスにおける総合的な支援の推進、時間区分創設、
関係機関との連携強化

>支援ニーズの高い児への支援や家族支援の評価拡充
>インクルージョンの取組や保育所等訪問支援の評価拡充
>障害児入所施設の家庭的な環境確保や移行支援の充実

②障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
レ就労継続支援A型の生産活動収支の改善等を評価
>就労継続支援B型における平均工賃月額の向上を評価
>就労選択支援の円滑な実施のための人員配置基準等の設定

(3)持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酉lll等 の見直 し

"処遇改善加算の一本化。必要な水準とあわせ、処遇改善に構造的につながる仕組みを構築
>障害者支援施設における見守り機器導入による加算要件の緩和
>事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化
>経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
い生活介護の基本報酬設定にサービス提供時間毎の区分を追加
レ補足給付の基準費用額について経営実態調査等の結果を踏まえた見直し
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施 2

|:J前 日 爾 謳 時 燥       _

υ 就労移行支援又 l患 就労盛統支援に係る指定阿吾福祉サービス事素苦であつて、過去 3年以内に 3人以上の利用書が新たに通常
!  の事崇所に屈用されたものや、これらと同等の陣書鶴に対する賦

"支
援の経験及び実績七有すると都選府県知事が認める以下の

ような事業書を実施主体とする。

航労移行支援夢換断、就勢組続支援事業所、隠詈雷at業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の航労支援センター、
人材開発支援助成金 (陣書書磯業能力開発コース)による陣奮書駐粛能力開発」‖襟事業を行う機関等

~1 
前

"選
択支援蓼農種は、協機会への定期的な¢加、公共醸 安定所への訪閣韓により、地壌における転労支傾に係る社会棗源、

層用に関する事例等に綱□する情報のよ瞑策に努めるとともに、利用者に対して造路選択に口する情報を提供するよう努めることと
する。

晋
(D H働選銀宝担n 15:I以 上
・ 鶴

"選
択支援員は前労選択支観員経成研修の停アを要件とする。

※ 経過措讀として、就労選択支援員雲成研修閲,とから 2年間lよ墨艇0,研修又1よ墨観的研構 と同響以上の研修の停了着を就労
選択支霞員とみな丁.

・ 航

"選
沢支援員篠虚研停の受閉要件としては、B腱的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有している

こと建要律とする。
※ 基礎的研停の要脚状況を路まえ、当面の間 (令租 9年度末までを想定)は、場朽の就労アセスメントの要施警について

一定の経験を1有 し、基礎的研修と同鬱以上の研修のいと了彗でも受情可能とする。

・ 儲労選択支援l続時間のサービスであることから、日別支観計画の1乍成は不要とし、サービス雷理質任者の配霞は求めない
こととする。

麟湛1       0
り効果的な就労選択に興するアセスメントを案施するため、特別支腰学校高辱自5の 3年生以外の各学年で実施できること、
.在学中に穣数回実施することt可能とする,加えて、旧場要目のタイミンクでの就

"選
択支援も案籠可能とする。

〔)よ
また

34

児重発違支援セ ンターを中核に、身近な地域 でニ ーズに応 した愁要な発違支援が受けられる体制整備 を進め るとともに、

地 1載の陣鬱庭支援体制の充案を図る
(む陣密補性に関わらず身近な地壌で交慨を受けられる体朗の霊籠 0児E発追支蝦センターの機能 ,遍営の強化 )

0 児attB支服D卜0嘔4・ B本稲田について、福亀i盟・医療型の類型を一元化するとともに、福祉聖における 3類型 (簿薔児、電鬱児、
観 心舟障害l月)の区分も一元化
。 一元化後の頼たな基準・岳本報田は、現行の福祉霊 (博再児〕を基本に設定

・ 児重発追支援tンケが治療を併せて行う増合には、旧医療型で求めていた医環法に規定する鬱療所に,必要とされるこ準往京める
。 3年 (命和 9年 3月 Bl日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧墓準に墓づく人員・設鶴 による支援を可能と
する。この場合に算定する基本報蘭 。加碑について、現行のこ増 口閉と今回のla酬改定の内容を踏まえて設定

O 専門人材を配饉して地域の関係機関と通協 した支領の取組t進め
るなど、4つの機能 (x)を発揮して地域の碑奮児支媛の中核a,役
罰を担う児二発達支援t"―について、中懐拠点聖と位置付けて、体
観や取組に応 して段階的にE7価 (中螂 ― ,

(X〉 ①幅広い高度なH門性に諷づく発途交領 ,家族交ほ機範
の地域の縛密児支燿事確所に丼するス‐″―A・イス

°)",ウ〕シ働範
rひ地壇のつ舛ヽ

'・ "の
中核機能

④地電の発還支概に関する入口としての相談備悔

O 児題発違支援切卜が未散饉の地域等において、セン

'―

以外の事4所
が中核的な横田tlaう場合に押衝 (韓-1願 所畑 )

【体朗の

'|】
こ (又は苗戯)の見口発追支Itン井

館 競 真瞬tン
'―

が中核鶴点霞として構盛t覺毎
それてれ専門性電 みを持つ兒E売
遺支慣t力 とヽ鼈壇の事筆所が連続し
て機能を見縛
セカ が来船置の増合9に、

―
中懐となるこの事議所が機礎t覺蘇

槙敏の事亀所が追続して観悔t党徳i   義

(1)ィ t Cl十 ′ヽ全てそこれ合

(4〕 イ子にD

“

～124単位/B
(B)イ 又はロ

それてれBr雄や憎みt持つ地重の
l

1.児肇ダと津支援センターの l幾能強化等による地域の支援体制の充実
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10 題切 なアセスメン トとこどもの特性を踏 まえた構合的な支援・ 専 P]的な支援や関係機関 との連続強化等を違め 、個 々の特性や |

i 状況に応 した質の高い発達支援の提供を推進する

| (1博合的″ど責機の確重と村黛機璃への支観の辞価等 ,関―
との連,えの強化 やュ囀来の目立等に向けた支観の売東、oその他)            |

O ttl月 におしヽて,S銀嬢 (x)を 全て含めた構金衛な資掘竜!!建棋することを基本とし、貨餌内容について事婁斯の個解l支 悟at園等において5領壌との
つながつ竃明穏化した上で提供することt球める 側 密EttB
(ヽ )fttl票 .生活J「重動・感党J「盟知・軒働J r震お・咬1ニケーカシJ `人 ro]関 係・社会往 J

。
鋭辮 謝解 瓢驚蝦肉密t示す費p・げ,▲研F成・公豪竃

:録電誠唐鎮宏鍵驚留磐
四聟理副塩4月 1日から期 |

O ttE鋼導員薔鯛阻畑欝について,専門磁による支腰の 3〒価イど専T9的支1震加算により行うこととし、配目形態 (席動・ 9,窮動尋)や経験年象に応して罰唱

0 専門備童鼠脇欝及び崎嗣宝口知

"に

ついて、蘭加鼻を統合し、9門的オど費振を鍵■ヽする体題と、専門人材による個舅壇・ 集中的な支援のat面的
'よ

翼施

について、 2手,階で評働

〇 
―

について 報あ ζ漿蹄閣の支援 (30分未脅】は輝鷲対象からEl則除外するとともに、a別支援肘国に定めた個々のやl用 書の支猥時間におし

た評価が可能となるよう 宝盟関口による区分をと負ける
・ 支扱衛間による区分は「30分μ■ 1備閣30分 以下J「 i埼確n30分超 3蒟簡収下ぢ f3崎 鶴鯉 S崎簡哄下」の 32分 とする (放 餌儀専テ・て,t'スにおいては、

rヨ 崎偶超 S晴爾以下,は学校休魚日の力舞定司 )

, S時間 (敏 デイ早日は 3崎間,を超える蜃崎間の支置については,延長賣lBttHを 見直し、予爾かりニーズに対応した無曇支霞として翻ルa舞により船
…
…‥
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1兒 E完追棄視 `放藤後9,・ イけ■・え

'

4,～ 12Bい位/E】

36～  90単位/日

I用口掘4Rむ鯛醐 円浄
t重行〕 颯報 l占 ■9こ口B
●   そ協協房晨:岳選昌B

〔a窪後】
,い 0/日

完EttBR,■ 虚白
常働

“

全 盤憩 S年収土
驚BO住・麟 5年紺
おいa欝 盤段 S年以■
■臨 碑・踵 5年癌

その色の確BatttB

齢，一入は

フSヽ 18夕 :い0/8
0 白Etta,保mttEに ついて、実麓方法t鰯幅化する 1覇日3箪〕

i憚
鶴 0躍

矯 響 EEE'S～ :8'単位/e

13.′縮銀艦
舶 49～ 1:二

盤究
:〔

強競】03日需要縦潮Hl:をと岳ラ騨
/日

!求鵡胸1弩鶴駐こと盟
日弱巖辮 嘲

:  真鶴加孵 :専門人材ra脇・室中的な口門a,棄鱚守計瞬い1二 実爵

改定内容についての評価 )

・医療的ケアが必要な人の受入れ体制の拡充、重度
障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実、
感染症対策での連携強化、相談支援業務での通院
同行などの医療なニーズに対応できる加算項目の
新設・見直し

・発達支援においては、専門性のある職員の配置が
求められている




